
第１３号議案 

 

東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  令和７年２月５日 

 

      提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

この案は、行政委員会の委員等の報酬の額を改定するため提出

します。 

 



東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及

び費用弁償に関する条例（昭和３１年１０月台東区条例第１２号）

の一部を次のように改正する。 

別表教育委員会委員の項中「２３１,８００円」を「２３４,６

００円」に改め、同表選挙管理委員長の項中「２９０,７００円」

を「２９４,２００円」に改め、同表選挙管理委員の項中「２３１,

８００円」を「２３４,６００円」に改め、同表識見者選出監査委

員の項中「２９０,７００円」を「２９４,２００円」に改め、同

表議会選出監査委員の項中「１８４,５００円」を「１８６,７０

０円」に改める。 

   付 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 


